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（
訳
文
）

防
衛
装
備
品
及
び
技
術
の
移
転
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定

日
本
国
政
府
及
び
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
政
府
（
以
下
「
両
締
約
国
政
府
」
と
い
う
。
）
は
、

安
全
保
障
の
分
野
に
お
い
て
両
締
約
国
政
府
の
間
に
存
在
す
る
協
力
関
係
に
留
意
し
、

両
締
約
国
政
府
が
参
加
す
る
防
衛
装
備
品
及
び
技
術
の
分
野
に
お
け
る
協
力
が
、
国
際
の
平
和
及
び
安
全
に
寄
与
す
る
こ
と

を
希
望
し
、

防
衛
装
備
品
及
び
技
術
の
移
転
を
規
律
す
べ
き
条
件
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
、

次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

第
一
条

１

各
締
約
国
政
府
は
、
自
国
の
関
係
法
令
及
び
こ
の
協
定
の
規
定
に
従
い
、
２
の
規
定
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
事
業
を
実
施

す
る
た
め
に
必
要
な
防
衛
装
備
品
及
び
技
術
を
他
方
の
締
約
国
政
府
に
提
供
す
る
。
当
該
事
業
は
、
国
際
の
平
和
及
び
安
全

に
寄
与
す
る
た
め
の
事
業
、
共
同
研
究
、
共
同
開
発
及
び
共
同
生
産
に
係
る
事
業
又
は
安
全
保
障
及
び
防
衛
協
力
の
強
化
の
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た
め
の
事
業
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

個
別
の
事
業
は
、
両
締
約
国
政
府
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
安
全
保
障
を
含
む
各
種
の
要
素
を
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
、

外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
確
認
さ
れ
る
。

第
二
条

１

前
条
２
の
規
定
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
事
業
の
た
め
に
移
転
さ
れ
る
防
衛
装
備
品
及
び
技
術
を
承
認
す
る
機
関
と
し
て
合

同
委
員
会
を
設
置
す
る
。

２

合
同
委
員
会
は
、
二
の
国
別
委
員
部
で
構
成
す
る
。

日
本
国
側
委
員
部
は
、
次
の
者
で
構
成
す
る
。

防
衛
省
の
一
の
代
表
者

外
務
省
の
一
の
代
表
者

経
済
産
業
省
の
一
の
代
表
者

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
委
員
部
は
、
次
の
者
で
構
成
す
る
。

国
防
省
の
一
の
代
表
者
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外
務
省
の
一
の
代
表
者

貿
易
産
業
省
の
一
の
代
表
者

３

移
転
さ
れ
る
防
衛
装
備
品
及
び
技
術
を
承
認
す
る
た
め
に
必
要
な
関
連
情
報
は
、
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
国
別
委
員
部

に
伝
達
さ
れ
る
。

４

移
転
さ
れ
る
防
衛
装
備
品
及
び
技
術
は
、
３
の
規
定
に
従
っ
て
伝
達
さ
れ
た
関
連
情
報
に
基
づ
い
て
合
同
委
員
会
に
よ
り

承
認
さ
れ
る
。

５

こ
の
協
定
を
実
施
す
る
た
め
、
特
に
、
移
転
さ
れ
る
防
衛
装
備
品
及
び
技
術
、
移
転
の
当
事
者
と
な
る
者
並
び
に
移
転
の

詳
細
な
条
件
を
定
め
る
細
目
取
極
が
、
両
締
約
国
政
府
の
権
限
の
あ
る
当
局
の
間
で
行
わ
れ
る
。
日
本
国
政
府
の
権
限
の
あ

る
当
局
は
、
防
衛
省
及
び
経
済
産
業
省
と
す
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
政
府
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
国
防
省
と
す
る
。

第
三
条

１

各
締
約
国
政
府
は
、
他
方
の
締
約
国
政
府
か
ら
移
転
さ
れ
た
防
衛
装
備
品
及
び
技
術
を
、
国
際
連
合
憲
章
の
目
的
及
び
原

則
並
び
に
細
目
取
極
に
お
い
て
決
定
す
る
他
の
目
的
に
適
合
す
る
方
法
で
効
果
的
に
使
用
す
る
も
の
と
し
、
い
ず
れ
の
一
方

の
締
約
国
政
府
も
、
当
該
防
衛
装
備
品
及
び
技
術
を
他
の
目
的
の
た
め
に
転
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
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２

各
締
約
国
政
府
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
移
転
さ
れ
る
防
衛
装
備
品
及
び
技
術
に
係
る
権
原
又
は
占
有
権
を
、
当
該
防

衛
装
備
品
及
び
技
術
を
移
転
し
た
締
約
国
政
府
の
書
面
に
よ
る
事
前
の
同
意
を
得
な
い
で
、
自
国
政
府
の
職
員
若
し
く
は
委

託
を
受
け
た
者
（
契
約
者
及
び
下
請
契
約
者
を
含
む
。
）
以
外
の
者
又
は
他
の
政
府
に
移
転
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
条

各
締
約
国
政
府
は
、
自
国
の
関
係
法
令
及
び
両
締
約
国
政
府
の
間
の
他
の
適
用
可
能
な
国
際
約
束
に
従
い
、
こ
の
協
定
に
基

づ
い
て
他
方
の
締
約
国
政
府
か
ら
移
転
さ
れ
る
秘
密
情
報
を
保
護
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
と
る
。

第
五
条

こ
の
協
定
及
び
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
全
て
の
取
極
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
関
係
法
令
及
び
予
算
に
従
っ
て
実
施

さ
れ
る
。

第
六
条

こ
の
協
定
及
び
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
全
て
の
取
極
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
す
る
い
か
な
る
事
項
も
、
外
交
上
の

経
路
を
通
じ
た
両
締
約
国
政
府
の
間
の
協
議
に
よ
っ
て
の
み
解
決
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
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１

こ
の
協
定
は
、
両
締
約
国
政
府
が
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
に
必
要
な
自
己
の
内
部
手
続
を
完
了
し
た
旨
を
相
互
に
通
告
す

る
外
交
上
の
公
文
を
交
換
し
た
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

２

こ
の
協
定
は
、
両
締
約
国
政
府
間
の
書
面
に
よ
る
合
意
に
よ
り
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
協
定
の
改
正
は
、
こ
の

協
定
の
効
力
発
生
の
た
め
の
手
続
と
同
様
の
手
続
に
従
う
。

３

こ
の
協
定
は
、
五
年
間
効
力
を
有
し
、
一
方
の
締
約
国
政
府
が
他
方
の
締
約
国
政
府
に
対
し
こ
の
協
定
を
終
了
さ
せ
る
意

思
を
九
十
日
前
に
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
書
面
に
よ
り
通
告
し
な
い
限
り
、
そ
の
効
力
は
、
毎
年
自
動
的
に
延
長
さ
れ

る
。

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
は
、
各
自
の
政
府
か
ら
正
当
に
委
任
を
受
け
て
こ
の
協
定
に
署
名
し
た
。

二
千
十
六
年
二
月
二
十
九
日
に
マ
ニ
ラ
で
、
英
語
に
よ
り
本
書
二
通
を
作
成
し
た
。
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日
本
国
政
府
の
た
め
に

フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
政
府
の
た
め
に


